
点検の種類

遊具点検（定期・精密点検）修繕の流れ

快適な環境をサポートする 保守・点検サービス 資格保持専門技術者による点検・修繕

さんもく工業では、遊具の保守点検活動で快適環境を守ります。 公園施設を長く使用するためには『適切なメンテナンス』が必要です。
公園施設のメンテナンスは当社にお任せください。
修繕することのメリット
　❶部材交換　劣化、破損した部材を交換することで長く使用できます。
　❷再 塗 装　塗装のはがれで古めかしくなった部材を再塗装することで美観が生まれ変わります。
　　　　　　　＊比較的軽微な劣化の場合
　❸全面改修　劣化が激しく、一部の部材交換等では対処できない場合は全面改修のご提案をします。
　❹改　　良　安全上問題のある遊具の隙間改善等、改良のご提案をいたします。

当社の公園施設製品安全管理士、公園施設製品整備技士が修繕のご提案をいたします。

部材の標準使用期間と推奨交換サイクル�
❶標準使用期間について：�適切に維持管理される条件下で、構造部材が鉄製の場合には15年、木製の場合は10年を目

安として規準で設定されています。
❷推奨交換サイクルについて：�利用によって摩耗や消耗する部材は標準使用期間内に交換が必要となります。推奨交

換サイクルはこの目安となる期間を示したものです。

初 期 点 検 初期の動作性能等を確認するために、設置後に製造・施工者が行う点検。

日 常 点 検 管理者が目視・触診・聴診等により、遊具の異常等を調べるために日常的に行う点検。点検
の頻度は月１回ないし数回程度。

定 期 点 検 管理者が必要に応じて専門技術者と協力して、一定期間毎に目視・触診・聴診・打診あるい
は測定機器を使用して行う点検。点検の頻度は年１回以上。

精 密 点 検 日常点検や定期点検により異常が発見された場合、もしくはさらに精度の高い診断が必要な
場合に、管理者の求めに応じて専門技術者が分解作業や測定機器を使用して行う詳細な点検。

管理者からの点検依頼（契約）

点検作業（整備技士）

点検報告書作成・提出　修繕方法の検討・見積書提出

管理者からの修繕依頼

修繕工事・撤去工事・新設工事

工事完成写真・書類提出

検査完了

劣化判定・規準判定（安全管理士）

遊具点検報告書
遊具点検後、劣化・規準の判定
結果（A〜D）を報告いたします。
現状把握が可能であり、また、
安全で安心な環境を保持する
ことができます。

点検写真台帳 11770120
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写真№    全景写真 判定 写真№    落下高さ測定 1780mm

施設 1 2連ブランコ
総合 劣化 ハザード

判定

1 2

写真№    対象年齢表示シール 判定 写真№    ＳＰシール

判定

5 ｂ 6 ｂ

判定

3 4

写真№ 劣化  支柱部   発錆 
 腐食がないか（地際部附近）　　（全数点検）

判定 写真№ 劣化  梁部    
 腐食がないか（金具附近以外）
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所在施設名 一宮保育所　/　遊具エリア
管理番号

住所 津山市東一宮1227
1-001

点検社 さんもく工業株式会社 点検日 平成27年7月2日

点検者
公園施設製品整備技士

確認者
公園施設製品安全管理士

森脇　正和(2050025)

ハザード

０１ 2連ブランコ 可
ｂ

岸川　剛士(1130012)

管理番号 製　品　名
機能判定

特　記　事　項
塗装
判定総合判定 使用

劣化

０３ 3連鉄棒 可
ｂ

支柱地際部、継手金具部、吊部材、安全柵横架材部に発錆
があります。 B

０２ 八角はん登棒 可
ｂ 継手金具部に発錆があります。

B

０５ ジャングルジム 可
ｂ

支柱地際部、握り部に発錆があります。

B

０４ 滑り台 可
ｂ 滑降部、支柱地際部、踏板部、床部に発錆があります。

B

０７ わくわくシュッポンクン 可
ｂ

支柱地際部、横架材部、接合部に発錆があります。

B

０６ ミニサッカーゴール 可
ｂ 支柱地際部、梁部に発錆があります。

B

０９ コンクリートトンネル 可
ｂ

本体部に摩耗・手摺部にがたつき、発錆があります。

B

０８ 砂場 可
ｂ

B

１１ パーゴラ 可
ｂ

コンクリート部に破損があります。

B

１０ タイヤ 可
ｂ タイヤ部に破損があります。

B

B

１２
アドベンチャーマウントク
ライマー 可

ｂ 滑降部に発錆があります。

B

Ｃ：異常があり、修繕又は対策が必要 ｃ：修繕の必要な劣化がある状態

Ｄ：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討 ｄ：緊急修繕が必要な劣化がある状態

管理番号

（総合判定基準） （劣化判定基準）

Ａ：健全であり、修繕の必要が無い ａ：健全な状態

Ｂ：軽微な異常があり、経過観察が必要 ｂ：軽微な劣化がある状態

公園施設製品整備技士とは 公園施設製品安全管理士とは
㈳日本公園施設業協会の
認定試験に合格し、公園
施設製品の点検・調整・
修繕等の整備全般に関す
る業務を行う者を言う。
※�公園施設の点検及び修繕業務
を行います。

㈳日本公園施設業協会の認
定試験に合格し、公園施設
の設計、製作、施工、維持
管理に関する監理業務を行
う者を言う。
※�公園施設の安全性を判定し
それらの安全性を確保する
業務を行います。

公園施設製品整備技士証 公園施設製品安全管理士証

遊具 消耗部材（部品） 推奨交換サイクル

ぶらんこ
吊り金具・チェーンなど ３年〜５年
回転軸 ３年〜５年

スプリング遊具 スプリング ５年〜７年

ロッキング遊具
軸受部 ５年〜７年
ストッパーゴム（緩衝部） ３年〜５年

回転ジャングルジム 軸受け ５年〜７年
ローラーすべり台 ローラー ５年〜７年

遊具 消耗部材（部品） 推奨交換サイクル

ロープウェイ

ケーブル ５年〜７年
滑車部 ３年〜５年
握り部 ３年〜５年
緩衝装置 ３年〜５年

ネットクライマー
ロープクライマー

ネット（小規模なもの） ３年〜５年
ロープ（小規模なもの） ３年〜５年
ワイヤー入りロープ（小規模なもの） ７年〜10年

主な消耗部材（部品）とその推奨交換サイクル

＊JPFA-SP-S：2014に準拠しています。
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